
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         平成 28年 10月 1日（土）に、大阪城公 

園太陽の広場でごみ減量フェスティバル 

「ガレージセール in ＯＳＡＫＡ ＴＯＷＮ」 

を開催しました。 

                     このイベントは、10月の「ごみ減量強化 

月間」のメインイベントとして開催するも 

ので、大阪市内にお住まいの皆さんから、 

各区 20店ずつを募集し、合計 480店が集 

まる、関西最大級のガレージセールです。 

当日は、前日深夜からの雨で開催が危ぶま 

れましたが、お昼前には天候が回復し、た 

くさんの人でにぎわいました。 

 今回は、津守連合の廃棄物減量等推進員 

                    （ごみゼロリーダー）２名の方にご参加い 

ただき、スタッフとしてご従事いただきま 

した。雨上がりのむし暑い中、また、長時 

間にわたってのご従事、本当にお疲れさま 

でした。ご協力のおかげで、無事実施する 

ことができました。ありがとうございまし 

た。 
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西成区 

ごみ減量フェスティバル 

「ガレージセール in OSAKA TOWN」 を開催しました！！ 
 

 

 

 

             

     

 

ガレージセールで、 

楽しみながら「リユース」に 

取り組みましょう！ 
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  家電リサイクル法の対象品目である家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、 

洗濯機及び衣類乾燥機の４品目は、法律によりリサイクルする必要があります。 

※ 家電リサイクル法の対象品目については、大阪市では引き取りや収集・運搬を行っておりません。 

 

 

 

○ リサイクル方法 

家電リサイクル法の対象品目を買い換える場合や、過去に購入した販売店等がわかる 

 場合は、販売店等に引取り義務がありますので、引き取りを依頼してください。 

  買い換え以外で、過去に購入した販売店等が不明な場合の処分方法は、次のとおりで 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の「指定引取場所」「許可業者」については、環境局ホームページでもご覧いた 

だけます。 

 

 
 

へらすんずのワンポイント情報 ⑤ 

 

 

 

家電リサイクル法対象品目の処分方法（平成 28年 4月～） 

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000045/45132/fiow.PNG

